
（４）事故防止等安全管理
イ 緊急時の対応

（ア）事故・不祥事等の緊急事態が発生した場合や安全管理の妨げとなりうる
事案を認知した際の対応方針

協会の危機管理体制

• 緊急事態発生時は、直ちにプラザ７階の協会事務
局に危機管理対策本部を組織

• 危機管理対策本部の本部⾧は理事⾧。不在等の場
合は常務理事等が代行

• 本部⾧は、当協会のすべての所属の被害状況等の
把握と、必要な体制（例：被害のない所属から被
害のある所属への職員の派遣等）の指示

かながわ労働プラザの危機管理体制

• プラザの緊急時には、必要な人員体制を確保する
ため、かながわ労働プラザ内にある当協会の全所
属職員で構成する「かながわ労働プラザ危機対策
チーム」の設置

• かながわ労働プラザ危機対策チームのトップは常
務理事とし、不在等の場合はプラザ館⾧等がこれ
を代行
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ｂ 緊急時における当協会の危機管理対応

ａ 緊急時の連絡体制と参集体制について
当協会では、緊急時に迅速な対応ができるよう、携帯電話によるメール一斉配信やSNS

を活用したグループ連絡網など、複数の手段による緊急連絡体制を整備しています。
また、年に2回の緊急連絡訓練を実施し、実際の事態においても連絡網が円滑に機能する
よう備えています。

特に、中区で震度5弱以上の地震が発生した場合には、原則として、プラザ職員および
協会事務局職員等は緊急連絡を待たずに速やかに参集することとしています。
台風や風水害など事前に予測可能な災害については、あらかじめ参集体制を決定し、対応
に万全を期しています。

事故・不祥事等の緊急事態の発生時は、利用者の安全を第一とし、また、被害を最小限
に抑えるために迅速に対応できるよう、次のような対応方針を定めています。



■ 労働福祉協会プラザ消防隊
かながわ労働プラザでは、災害発生時に速やかな対応を行うため、プラザ職員、協

会事務局職員、寿労働センター職員、プラザ防災センター常駐の警備員、設備保守管
理業務員、清掃業務員の約50名で構成される「労働福祉協会プラザ消防隊」を即時に
編成し、防災対応にあたります。この消防隊の隊⾧には、甲種防火管理者資格の取得
を要件とし、プラザ館⾧が就任します。また、館⾧不在時や閉館時においても迅速な
指揮体制を確保するため、徒歩や自転車等で施設に駆けつけ可能なプラザ職員および
協会事務局職員の中から、責任者となる者を事前に順位指定し、円滑な防災対応体制
を整備しています。

協会危機管理対策本部 理事⾧・常務理事等で組織し、協会全体を指揮・統括
(関係機関等への報告・調整等を含む。)

労
働
福
祉
協
会
プ
ラ
ザ
消
防
隊
（
隊
⾧
は
プ
ラ
ザ
館
⾧
）

通報連絡隊
消防署への連絡、救急車の要請、館内への非常放送、指示命令
の伝達、関係者への連絡等

初期消火隊 出火場所へ急行、消火器や消火栓による初期消火の実施

避難誘導隊

避難者への呼びかけと誘導、負傷者や逃げ遅れの確認、非常口の
開放、避難障害物の除去、警戒区域の設定、利用者の早期退館の
指示、利用の制限等

安全点検隊

電気･ガス・水道等の安全措置、防火扉・防火シャッターの操作、
燃料供給 源の元栓の閉鎖、エレベータ等の非常時措置、非常電源
の確保、屋外･窓･看板等の点検と補強、防水・浸水の確認等

応急救護隊
負傷者の応急処置と救護所の設置、心肺蘇生措置
（AED を含む。）等の実施

■ かながわ労働プラザ事業継続計画（BCP）に基づく対応
当協会は、大震災等の発生時においても、可能な限りかながわ労働プラザの機能を県

民の皆様に提供していくために、事業継続や早期復旧をめざし、かながわ労働プラザ事
業継続計画(BCP)を策定しています。BCP は、平時から準備・用意しておく事柄から災
害発生等における活動等をとりまとめたものであり、緊急時にパニックに陥らず適切な
対応を行い、被害を最小限に抑え、地域における避難施設としての役割を果たすことも目
的としています。
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区分 内容

基本方針
・人命の安全確保（利用者・職員の安全を最優先）・社会的責任の履行
（必要業務の継続）・経営の維持（施設運営と雇用の継続）・地域との協
調（住民・自治体との連携）・二次災害の防止（感染症の拡大防止など）

危機管理体制 危機対策本部を設置し、状況に応じた対応を実施

主な対応活動
● 館内支援活動・建物・備品の被災状況確認・備蓄品の配布・感染症発生
時の対応● 業務運営活動・重要業務の復旧・休止の判断と指示● 館外連
携活動・外部被害・感染状況の把握・行政・地域との連携・調整

かながわ労働プラザ事業継続計画（BCP）概要表



ｃ 個別の危機管理対応
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区分 対応内容

帰宅困難者発生時の対応

• 大規模地震や交通機関の停止により帰宅困難者が発生
した場合、プラザの一部を一時滞在場所として提供

• 備蓄品（飲料水・非常食・毛布・簡易トイレ等）を 常
時50人分確保・整備

• テレビ放送に加え、インターネットやSNS等での災
害・交通情報提供を充実。

• 「むやみに移動を開始しない」原則に基づき、利用
者・職員に施設内での待機を呼びかけ

• 家族の安否確認希望者に対しては、事務室の電話機を
一時的に開放

• 状況に応じて行政機関と連携し、安全管理・健康支
援・情報共有を実施。

感染症（新型コロナ・ノロ
・インフルエンザ等）対応

• 不特定多数が来館する施設特性を踏まえ、厚労省・保
健所等からの情報収集を徹底。

• 感染症の予防措置として以下を実施：
・施設入口・会議室に消毒液を常設
・啓発ポスターの掲示
・職員へうがい・手洗い・マスク着用の励行

• 感染者発生時の対応：
・利用者が感染した場合 → 退館案内、保健所・病院

連絡先の案内
・職員が感染した場合 → 退勤命令、検査・治療、出

勤停止、同時勤務者の検温・健康チェックを実施
• 必要に応じて感染症対策マニュアルの見直しと職員教

育の徹底

かながわ労働プラザでは、事故や不祥事、暴力行為、犯罪等が発生した場合に備え、
迅速かつ的確な対応を講じるための体制を整えています。発生時には「適切な情報収
集」と「迅速な状況判断・意思決定」を基本に、初期対応と事後対応を徹底します。
(ａ)緊急対応と初動措置

•被害の拡大防止を最優先とし、関係各所への速やかな報告と、影響が及ぶ可能性のあ
る関係者等への適切な連絡を行います。
•事実確認とともに、二次的被害の防止を目的とした公表も適切に行います。
•情報漏洩の疑いがある場合は、直ちにインターネット接続を遮断するなどの措置を講
じます。

(ｂ)事後対応
•速やかに事実調査を実施し、原因を究明します。
•再発防止策を検討・実施し、その内容を必要に応じて公表します。

(ｃ)暴力行為・犯罪行為への対応
•暴力行為の兆候がある場合は、原則として複数の職員で対応し、危険を感じた場合は
速やかに警察署に通報します。
•盗難やその他の犯罪行為発生時には、現場保存に努め、証拠の保全を図ります。
•また、月1回程度、警察署との定期的な連絡・情報交換を実施しています。

ｄ 事故・不祥事・暴力行為等発生時の対応方針



ｅ 緊急事態発生時の神奈川県・横浜市との連携体制

（イ）急病人等が生じた場合の対応
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（ｄ） 反社会的勢力への対応
•暴力団や反社会的団体による不当な要求があった場合は、「不当要求防止マニュア
ル」に基づき適切に対応します。
•利用が暴力団の利益になると認められる場合は、神奈川県警察本部に照会のうえ、必
要に応じて利用承認の不承認または取消を行います（神奈川県暴力団排除条例第11条第
2項に基づく措置）。

かながわ労働プラザは、災害等の緊急時において、神奈川県および横浜市と連携し、
地域の安全確保と支援活動に貢献します。まず、神奈川県かながわ労働センター所⾧を
本部⾧とする「かながわ労働プラザ自衛消防隊」の一員として、職員は災害対応の役割
を果たします。また、神奈川県と横浜市中区が締結した「大規模地震等の災害時におけ
る避難施設等の提供に関する協定書」（平成25年8月）に基づき、災害発生時には、中
区寿地区の介護を必要とする住民の一時避難場所として、施設の一部を地域防災拠点と
して開放します。その際、協会職員は横浜市が設置する中区災害対策連絡協議会の一員
として、避難者の誘導や備蓄物資の配布等に積極的に関与し、地域と連携した支援活動
を行います。

項目 内容

救命講習の受講義務 プラザ館⾧および受付職員には、横浜市消防局の「普通救命講
習」受講・修了を義務付け。全員が修了証を保有しています。

定期的な再受講 緊急時に迷いなく救命措置を実施できるよう、受付職員には反
復受講を行わせています。

搬送訓練の実施 急病人発生時を想定し、担架による搬送訓練を年1回以上実施
し、安全な場所への避難誘導体制を確認しています。

■ 急病人発生時の対応と救急救命体制
かながわ労働プラザでは、急病人や負傷者が発生した際には人命の安全を最優先とし

、状況に応じた迅速かつ適切な対応を行います。特に、呼吸がない場合には心肺蘇生（
CPR）を直ちに実施し、AED（自動体外式除細動器）を活用するとともに、119番通報
により救急車を要請します。発生後は速やかに神奈川県の所管課へ報告・協議を行いま
す。
■ 救急救命研修体制

当協会では救急救命士の配置はありませんが、以下の体制により救急対応能力を維持
・強化しています。
これらの取組により、当館では急病人発生時にも迅速かつ確実な対応が可能となるよう
、日常から備えています。



（5）地域と連携した魅力ある施設づくり
ア 地域との連携

（ア）地域人材の活用、地域との協力体制の構築及びボランティア団体等の育成
・連携の取組内容

現在の社会情勢を踏まえ、地域社会と連携しながら、労働プラザの運営をより充実さ
せるために、以下のような取り組みを進めます。

(ａ)地域人材の活用

施策 具体的な取り組み 期待される効果

地域講師・専門家
の活用

・定年退職者、キャリア支援専門家、法
律家などを講師に招き、労働法セミナー
を開催

・経験豊富な人材の知識を活か
し、労働者のスキルアップを促
進

地元人材の登用 ・地元人材を職員として雇用（９名の職
員が徒歩圏内に在住） ・緊急時に即時対応が可能

(ｂ)地域との協力体制の構築

施策 具体的な取り組み 期待される効果

NPO・市民団体
との連携

・地域で活動しているNPO団体等のボラ
ンティア団体との連携を図ります。
・障がい者雇用促進の取り組みを実施

・地域でのネットワークを拡大
し、包括的な支援を実現

(ｃ)ボランティア団体等の連携

施策 具体的な取り組み 期待される効果

地域活動団体との協
力、連携

・地域で活動されている団体、地元企業、
地元自治体と協力、連携して地域に貢献
します。

・地域活動の活性化

上記の取り組みにより、かながわ労働プラザを「地域の労働支援拠点」として強化し、
多様な人材が活躍できる場を提供します。
また、地域住民とのつながりを深めることで、持続可能な協力体制を構築し、地域活動の
発展にも寄与することを目指します。

ａ 地域人材の活用・協力体制の構築・ボランティア団体等の育成・連携
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ｂ 地域の一員として当協会が担ってきた役割

中区寿町周辺地区は、日本三大ドヤ街（簡易宿泊所街）の一つとされ、戦後の日
本経済の発展を支える労働力の供給地として重要な役割を果たしてきました。 し
かし、時代の変化に加え、平成20年のリーマンショックに端を発する世界的不況の
影響により、労働需要が大きく減少し、多くの労働者が解雇や派遣契約の打ち切り
に直面しました。その結果、生活に困窮した人々が仕事や生活保護を求めて寿地区
に集まるようになりました。

こうした状況の中、かながわ労働プラザ内にある当協会の寿労働センターは、地
域のセーフティネットの拠点として、職業紹介、技能講習、就労相談、年末福祉金
支給などを通じて、労働者の支援に取り組んできました。

現在も、かながわ労働プラザの利用受付には、就労や住まいに関する相談のため
に訪れる方がいます。その際、日頃から寿労働センターと連携し、相談内容に応じ
た適切な支援を行っています。具体的には、相談先となる寿地区の関係機関やNPO
団体への案内、また、労働情報コーナーにおける関連書籍の紹介を通じて、地域の
労働者が抱える問題の解決につながるよう努めています。

■ このほか、当協会は地域の一員として、次のような役割を果たしています。

【自治会活動への参加】
• 寿地区自治会活動等への参加

【PR のための相互協力】
• 施設パンフレット、定期刊行物、自主事業案内等の相互配架の実施
• 他団体が行っている講座・行事の情報共有と来館者への PR
• 他団体のホームページとの「近隣貸会議室・施設情報」等の相互リンクによる利用

者拡大
• プラザ通信の「地域のお知らせ」欄の提供、自治会等の協力を得た「プラザ通信」

の配布

【イベントの共同開催と支援】
• 地域活動団体との合同イベントの実施、プラザ館内での地域情報ブース等の設
置（観光情報、物産情報等）
• 地元野菜を普及させる農業組織の紹介の場の提供
• 地元で活動する音楽家を支援するためのランチタイムコンサートの開催

【プラザのチャリティ活動】
• 盲導犬、介助犬育成のための募金活動

【災害時の協力】
• 横浜市の震災対策への協力（中区災害対策連絡協議会）

災害の予防及び応急対策の円滑な推進を図る機関として横浜市が設置した同協
議会が行う中区防災計画震災対策の策定や修正、防災訓練の実施、防災意識
の醸成及び町の防災組織の育成に関する事業への協力
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ｃ ボランティア団体等の育成・連携の取組
当協会では、プラザの環境美化やにぎわいの創造等に、ボランティア団体等の協力をいた

だけるよう、ホームページで「かながわ労働プラザボランティア」を募るとともに、団体へ
の活動の場の提供や活動内容の広報等を通じて団体への支援を行ってきました。今後も、ボラ
ンティア団体の活動に協力し、お互いの活動の活性化を図っていきます。

■ ボランティア団体の支援
【活動支援】
•ボランティア団体等のパンフレット、定期刊行物、各種事業案内等の配架
•「プラザ通信」へのボランティア活動の案内や活動報告等の掲載

■ ボランティア団体との連携
【団体が活動する場所の提供】
•フラワーアレンジメントボランティアによる作品展示（かながわ労働プラザロビー周辺）
•生け花ボランティアによる作品展示（かながわ労働プラザロビー等）
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（イ）地元企業への業務委託等による迅速かつきめ細かいサービスの提供に向け
た取組内容

ａ 地元企業等への業務委託
業務を委託する場合は、委託業者のノウハウを活用し、プラザの利用者にきめ細かい

サービスを提供できるよう、また、トラブル発生時等に施設・設備等の機能を迅速に回
復させられるよう、可能な限り地元企業等から業者を選定することに努めています。
（具体例）

委託内容 所在地

清掃・警備等の建物総合管理業務 横浜市南区

エレベータ管理業務 横浜市中区
電気設備点検業務 横浜市瀬谷区

機械警備業務 横浜市港北区

自動ドア点検業務 横浜市西区

消防設備点検 横浜市磯子区

廃棄物収集運搬処理業務 横浜市中区

多目的ホールの設営業務 横浜市港南区

ｂ 地元企業等を活用し、サービスの向上に努めている事例
プラザを運営するにあたり、様々な機会を通じて、地元産品や地元事業者のサービス

を利用者や来館者にお知らせし、県民サービスの向上に努めています。

福祉関係
障がい者団体による「手づくりパン」の販売会を実施してい
ます。

環境関係
プラザの利用者満足度調査の回答者への謝礼品として、地元
授産施設の授産品を使用することにより、県民の皆様に紹介
しています（ブックカバー、しおり等）

地域振興関係
地域活動団体による「よははま野菜」の販売会を実施してい
ます。
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２ 管理経費の節減等について
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（１）節減努力等

■ 日常のムダな経費の削減

経費削減策 削減される経費項目

貸出備品を大切に使用していただくよう適正利用の喚起 備品費・消耗品費

パソコン等の待機電力の節減やこまめな消灯、エレベー

タの稼働台数の減少や階段利用の喚起

光熱水費、維持管理費

契約における見積合わせやコストダウンを優先した委託 維持管理費

紙の裏面使用、ペーパーレス化の推進 消耗品費

かながわ労働プラザの運営にあたっては、目に見えるコスト（経費）と目に見えないコス
ト（時間）の両面から効率化を図ることが重要です。現在の社会情勢を踏まえ、限られた資
源を有効活用しながら、持続可能で質の高いサービスを提供できるよう努めます。
目に見えるコストについては、光熱水費の節減に向けた省エネ対策の強化や、契約方法の最
適化を進め、運営コストの削減を図ります。一方、目に見えないコストについては、デジタ
ル技術の活用や業務プロセスの見直しによって作業時間・工数を削減し、業務の効率化・標
準化を推進します。

これらの取り組みにより、利用者サービスの向上や施設環境の充実を図り、より快適で利
便性の高い会館運営を目指します。

ア 経費節減の基本的な考え方

イ 具体的な取組
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➂ 収支予算 別添様式３に記載

■ スケールメリット

項目 具体的な取り組み

協会の全体による一括契約による経費節

減

• 業務委託については、指名競争入札、業務内容

に応じた複数年契約により経費を節減

業務の見直し及び執行体制の改善による

コスト節減

• かながわ労働プラザと「協会事務局による作業

分担と協業による効果的・効率的な業務執行体

制の構築」の推進によるコスト節減と、利用者

サービスに特化した組織への再構築

項目 具体的な取り組み

電気の節減

• 照明器具：安全衛生面や利用者に支障がない

範囲で照明の間引きを実施

• デマンド管理：電力の使用量をリアルタイム

で管理し、ピーク時の電力消費を抑制。

ガスの節減
• 冷温水発生機：天候や利用状況に応じて、適

正な稼働と温度設定を実施。

臨時休館日の設定による効率的な点検業務
• 複数の施設管理業務（定期清掃、消防設備点

検等）をプラザの臨時休館日にまとめて実施

することによる会議室等、貸出日数の確保

■ 個別取組

40


